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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「社会の公器として、永続する事業体となる。という企業目的に基づき、当社のサービスを通じて、お客様に常に新しい価値を提供し続け
る企業を目指し、経営の効率化を高めつつ、地域社会・お客様・取引先等の各ステークホルダーとの間の良好な関係を保ち、企業としての社会的
責任を果たすために、コーポレートガバナンスの整備・拡充を進めていきます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1－2－4議決権の電子行使、招集通知の英訳】

＜議決権の電子行使＞

議決権行使の電子化対応につきましては、今後とも株主構成を勘案し、費用対効果も含めて引続き検討してまいります。

＜招集通知の英訳＞

現時点での当社株主の海外投資家等の比率は極めて低いため、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の海外投資家等の比率を考慮し
ながら検討してまいります。

【補充原則1－2－5信託銀行等の名義で株式保有する株主の株主総会の出席対応】

当社は、株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としており、信託銀行等の名義で株式を保有する方等の
議決権行使等は認めておりません。しかし今後の実質株主の動向や情勢を注視し、信託銀行等と協議しつつ、引き続き検討してまいります。

【補充原則3－1－2情報開示の充実】

当社の株主における海外投資家の状況等を勘案し、招集通知を含めた英語での情報提供・開示について引き続き検討を進めています。

【補充原則4－10－1任意の仕組みの活用】

取締役の選任・報酬の検討にあたり、現在は諮問機関を設置していませんが、今後は、より透明性を確保できるよう、独立社外取締役を含めた諮
問機関を設置し、適切な関与・助言を得ることを検討中です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4政策保有株式】

当社が上場株式を新規に政策保有するに際しては、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値
の向上に資することを確認の上、これを実施いたします。

また、政策保有株式を保有した場合、新規保有時と同様の検討を定期的に行い、保有継続の是非を判断することとしております。

当社は、議決権の行使を政策保有先の企業価値を向上させる重要な手段と捉えております。中長期的な視点で企業価値向上・株主還元向上に
つながるかどうかを判断基準として議決権の行使を行っています。

【原則1－7関連当事者間の取引】

当社役員、主要株主等との取引が発生する場合は、法令等の定め及び社内規則に従い、取締役会等にて承認、確認等を行っています。

【原則3－1情報開示の充実】

（１）当社の経営理念、経営指標及び経営計画

当社の経営理念や目標とする経営指標、中期経営計画については、当社ホームページや有価証券報告書にて公表しています。

経営理念

https://www.smartvalue.ad.jp/company/philosophy.html

経営指標および中期計画

https://www.smartvalue.ad.jp/ir/index.html#tab5

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」および「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指
名、報酬等決定の機能に係る事項（現状のコーポレートガバナンス体制の概要）」にて開示するほか、当社ホームページや有価証券報告書等にて
公表しています。

コーポレートガバナンス体制図https://www.smartvalue.ad.jp/ir/corporate_governance.html

（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1.報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」および有価証
券報告書にて開示しています。

なお、当社取締役の報酬は、取締役会の委任を受けて社長が決定しています。

（４）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

（５）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明



当社経営陣幹部の選任および取締役・監査役候補の指名については、取締役会が定めた「取締役に求められる資質」「監査役に求められる資
質」に基づき、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験および能力、並びに会社や個人の業績等を踏まえた総合的な
評価により取締役会にて決定しています。

また、取締役・監査役については、その経歴および選任理由を株主総会招集通知等で開示しています。

なお、取締役・監査役の指名案は、取締役会で決定しています。

「取締役に求められる資質」

1.当社の経営理念・ビジョンへの深い理解と共感を有すること

2.持続的成長と中長期的企業価値向上への貢献を果たせること。

3.全社的視点を持ち、そのための豊富かつ幅広い経験、高い見識・専門性を有すること。

4.取締役会の一員として独立した客観的立場から経営・業務執行を監督できること。

「監査役に求められる資質」

1.当社の経営の健全性確保に貢献できること。

2.独立した客観的な立場において公正かつ適切な判断を行う能力を有すること。

3.能動的・積極的に権限を行使し、取締役会において、あるいは経営陣に対して、適切に意見を述べることができること。

4.当社事業並びに会社経営に精通し、または、豊富かつ幅広い経験、高い見識・専門性を有すること。

5.監査役のうち少なくとも1名に関しては財務・会計に関する相当程度の知見を有すること。

【補充原則4－1－1経営陣に対する委任範囲の概要】

当社取締役会は、「フィロソフィー」に掲げる経営理念に加え、当社の経営方針の一つである「企業価値の向上」を全役員共通の価値判断基準に
置き、法令および定款で定められた事項を決議するほか、当社取締役会の判断により重要事項と位置づけるものについても取締役会規則に定
め、決議を行うこととしています。これら以外の業務執行の決定については、決裁権限を明確にした社内規則を整備し、取締役会から経営陣に対
し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。

【原則4－8独立社外取締役の有効な活用】

当社では、東京証券取引所の定める独立性基準を十分に満たす独立社外取締役を２名選任しております。なお、当社は会社規模や事業特性等
に鑑み、３分の１以上の独立社外取締役を選任することは行っておりません。

【原則4－9独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

当社取締役会が決議している社外役員の独立性判断基準は、本報告書の「Ⅱ.1.その他独立役員に関する事項」に記載の通りです。

【補充原則4－11－1取締役会のバランス・多様性および規模に関する考え方】

当社取締役会は、「取締役に求められる資質」を制定し、これに基づき取締役候補の選任を行っています。

また、業容の異なる多様な事業部門を擁している当社においては、経験豊かな各事業の責任者を取締役会の構成員とすることにより、取締役会
全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を確保しています。

現時点における当社の取締役会の構成については、本報告書の「Ⅱ.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬等決定の機能に係る事項（現状のコー
ポレートガバナンス体制の概要）」にて開示しています。

【補充原則4－11－2取締役・監査役の兼務状況】

社外取締役を含む取締役は、他の上場会社の役員を兼任しておりません。その他の兼任状況につきましては、取締役および監査役の個別の兼
務状況を株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しています。

【補充原則4－11－3取締役会の有効性評価】

当社取締役会は、独立社外役員を含む取締役・監査役が、各自が持つ知見・経験に基づき事由闊達に議論を行い、適切に経営判断を行えるよう
務めています。

1.決定されたスケジュールに従い、取締役会は開催され、重要事項につき適切に審議・決定されています。

2.事前に資料を提供した上で、適切な審議項目数・審議時間が設定され、活発な議論が行われています。

3.経営状況について報告を定期的に受け、業務執行の監督をしています。

【補充原則4－14－2取締役・監査役のトレーニング方針】

当社では、常勤役員に対しては就任前に法務・税務を含むコンプライアンス研修を実施し、就任後も継続的に必要な知識を習得する機会を提供し
ています。また、社外役員に対しては就任前に会社状況・役割期待についての説明を行っております。

【原則5－1株主との建設的な対話に関する方針】

IR担当部門が、機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を四半期毎に開催するとともに、適宜、個別訪問やスモールミーティング等を実施いたし
ます。また、個別訪問および電話取材等の申込みに対しても、積極的に対応いたします。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

渋谷　一正 1,142,800 23.02

渋谷　順 708,200 14.27

株式会社希実製作 288,000 5.80

株式会社コモンズ&センス 288,000 5.80

島田　睦 84,900 1.71

Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ ＡＧ Ｌｏｎｄｏｎ ６１０ 65,200 1.31

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 59,700 1.20

日本証券金融株式会社 50,700 1.02

松浦 一夫 46,800 0.94



ＭＬ ＩＮＴＬ ＥＱＵＩＴＹ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ 44,800 0.90

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．所有株式数割合は、自己株式（168,445株）を控除して計算しております。

２．自己株式は、上記大株主からは除外しております。

３．株式会社コモンズ&センスは、当社代表取締役社長である渋谷順の資産管理を目的として設立された会社であります。

４．株式会社希実製作は、当社大株主である渋谷一正の資産管理を目的として設立された会社であります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 6 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

原　正紀 他の会社の出身者

寺田　有美子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

原　正紀 ○ ―――

国・自治体・教育機関等の委員を歴任するとと
もに、自ら設立した企業の経営者として産業界
においても幅広く活躍されています。同氏の幅
広い見識を当社経営に反映させていただくこと
を目的として、社外取締役として選任しておりま
す。現在、当社との間で特別な利害関係を有し
ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断したため、独立役員に指定してお
ります。



寺田　有美子 ○ ―――

弁護士として幅広い見識及び経験を有してお
り、当社と関係しない独立した立場かつ女性な
らではの視点で、当社の経営に関し、広く適切
な助言、監督を行っていただけるものと判断
し、社外取締役として選任しております。現在、
当社との間で特別な利害関係を有しておらず、
一般株主と利益相反が生じるおそれがないと
判断したため、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査役監査の過程で発見された事項等について四半期に１度定期的に意
見交換を実施しております。

監査役と内部監査担当は、毎月１回意見交換を実施し、情報共有を行うとともに、年度監査計画や監査結果の報告書の確認を都度実施しており
ます。また必要に応じて内部監査担当の実査などにも同行しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

細川 晴弘 他の会社の出身者

永島　竜貴 税理士

大鹿　博文 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



細川 晴弘 ○ ―――

金融機関および事業会社で培った経験を活か
して当社の監査業務に従事していただくこと
で、在任期間中に当社の監査体制が更に強化
できるものと判断し、社外監査役としての選任
しております。また、当社との間で特別な利害
関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生
じるおそれがないと判断したため、独立役員に
指定しております。

永島　竜貴 ○ ―――

税理士資格を有し、税務・会計・経理の専門家
として財務・会計に関する相当程度の知見を有
しているので、社外監査役として選任しており
ます。また、当社との間で特別な利害関係を有
しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断したため、独立役員に指定して
おります。

大鹿　博文 ○ ―――

税理士資格を有し、税務・会計・経理の専門家
として財務・会計に関する相当程度の知見を有
していること、また長年証券会社に勤務し、上
場準備会社や上場会社の支援を行っていたこ
とから、社外監査役として選任しております。ま
た、当社との間で特別な利害関係を有しておら
ず、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断したため、独立役員に指定しておりま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は業績達成条件付新株予約権制度を採用しています。

当該制度は、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、取締役会決議で新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、
業績達成条件付新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことか
ら、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

また、譲渡制限特約付株式報酬制度を採用しています。

当該制度は、当社の取締役および監査役（以下「対象役員」といいます）に当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的としています。対象役員は、本制度に基づき当社より支給さ
れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式（譲渡制限特約付株式）の発行又は処分を受けることとなります。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員

該当項目に関する補足説明

中期経営計画に掲げる平成30年６月期営業利益366百万円の達成および早期達成を目指すにあたり、当社が一体となって目標を達成する士気を
高めることを目的として、当社の取締役、監査役、従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

役員報酬の総額が１億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。取締役及び監査役の報酬総額は、それぞれ総額
により開示しております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限特約付株式報酬並びにストックオプションで構成されております。

基本報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、会社業績、前年度の業務執行、及び今年度の役割期待などを勘案し、取締役会で決
定しております。

譲渡制限特約付株式報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で取締役会において決定し、各取締役と別途定めた「譲渡制限特約付株
式割当契約」を締結しております。

ストックオプションについては、目標とする営業利益の達成度合いにより行使が可能となるものを有償で支給しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートついては、経理企画Divisionにて行っております。取締役会の資料については、事前に経営企画Divisionよ
り配布を行い、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。

社外監査役に対しては、常任監査役（常勤）が中心となり、必要な情報の収集や資料の提供などのサポートを実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・取締役会

取締役会は７名で構成されています。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催され、経営上の重要な意思決定
や業務遂行に対する監督を行っております。

・監査役会

当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は３名の監査役で構成され、定期的に監査役会を開催しております。監査役会は１名の常任
監査役（常勤）と、２名の非常勤監査役で構成されております。常任監査役（常勤）の細川 晴弘氏は他社での監査経験も豊富で、財務・会計に関

する相当程度の知識を有しております。また、監査役は取締役の業務執行について監査・監督を行っております。

・会計監査人

会計監査人については、三優監査法人を選任しております。監査人に対しては、正しい経営情報を提供するため、正確な数値情報の提供にとど
まらず、実施検査についても積極的に協力し、公平不偏の立場から適切な監査を実施するための環境を提供しております。

・内部監査担当

内部監査は全Divisionを対象とし、業務の効率性の追求のみならず、ガバナンス向上、法令及び諸規程の遵守及びリスク管理の確立を支援する
ことにより、経営の合理化及び能率の促進に寄与することを目的としております。

・責任限定契約

当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）または監査役との間において、会社
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。なお、当社と取締役（業務執行取締役等である

ものを除く）及び監査役は、同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令
が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く）もしくは監査役が責任の原
因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社における企業統治の体制は、取締役会・監査役会制度を基本としております。

事業内容および会社規模等に鑑み、執行機能と管理監督・監査機能のバランスを効果的に発揮する観点から、前記のような体制が当社にとって
最適であると考えるため、現状の企業統治体制を採用しております。

取締役会は社外取締役２名を含む７名の取締役で構成されており、取締役会にて十分な議論を尽くして意思決定を行っております。

また、監査役会は３名の監査役で構成されております。常任監査役（常勤）は取締役会のほか重要会議に出席し、経営及び業務執行への監視機
能を果たしております。また、各監査役は内部監査担当との連携により内部管理体制の適正性を監視・検証しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は６月30日を決算日としておりますので、定時株主総会は９月に開催しております。
そのため、集中日の問題は回避できていると認識しております。

その他

自社ホームページ（https://www.smartvalue.ad.jp/ir/index.html）に招集通知の全文を掲
載しております。

株主総会会場では、１年間の事業の経過と成果などを映像を使用して株主の皆様にわか
りやすく説明するよう努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページのＩＲサイトに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
証券会社等の支店等を利用して、個人投資家向け会社説明会の開催を予定
しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期決算及び年度決算終了後に説明会の開催を予定しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示資料、各種説明会資料、有価証券報告書、その他開示資
料を適時当社ホームページのＩＲサイトに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画Division ＩＲ担当が中心となり、対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、顧客、株主、従業員等、当社のステークホルダーに対して適時適切に会社情報を
提供することが重要であると認識しております。決算説明会の実施や、決算短信ほか適時
開示資料を当社ホームページでの掲載を通じステークホルダーに情報発信してまいりま
す。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、概要は以下のと
おりです。

1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・取締役はコンプライアンス経営実践のため、法令・定款ならびに企業倫理を率先垂範し、コンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めてお
ります。

・内部統制委員会において、全社のコンプライアンス体制の構築支援を行い、取締役会及び監査役会に審議内容及び活動が報告されるものとし
ております。また、内部通報マニュアルを作成し、当社の従業員等がコンプライアンス上の問題点を直接報告できる体制としております。

2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役は、重要な文書等の情報を法令及び社内規程に従い、保存管理し、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものと
しております。

・情報セキュリティ方針を定め、情報を適切に管理することで、事業を継続させ、損害を減らし社会的な信用を高め企業価値を高めるための体制を
構築・整備しております。

3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理に係る規程・行動指針等を整備し、当該規程等に基づいてリスクカテゴリーごとの責任部署を定めるなど、全社のリスク管理体制の構
築を推進しております。

・重要なリスクについては、内部統制委員会において分析・評価を行い、取締役会にて改善策を審議・決定しております。

4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・全社的目標を定め、担当取締役はその目標達成のための効率的な方法を定めています。

・担当取締役は、目標達成の進捗状況について、取締役会において確認し、対応策を報告するものとしています。

・各取締役は適切に業務を分担し、業務分掌規程に基づき、効率的に意思決定を図るものとしています。

5）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席するものとしています。

・取締役及び従業員等は、監査役が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合、迅速かつ的確に対応することとしています。

・監査役は、代表取締役及び会計監査人（監査法人）との意見を交換する機会を設けることとしています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と関係を持つことは、企業の社会的責任に反すると共に、当社の事業活動そのものの公平
性が疑われるため、当社はこれらに対し、断固たる姿勢で組織的に対応いたします。

・反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対応規程」を制定し、所轄部署は経営企画Divisionとして運用を行っておりま
す。万が一反社会的勢力による不正要求行為等が発生した場合にも、経営企画Divisionが中心となり、各都道府県の警察、暴力追放運動推進セ
ンター及び弁護士等の外部専門家との連携をとれる体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


